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クローンとは？クローンとは？クローンとは？クローンとは？クローンとは？クローンとは？クローンとは？クローンとは？

クローン＝遺伝情報が同一である個体又は個体の集合クローン＝遺伝情報が同一である個体又は個体の集合クローン＝遺伝情報が同一である個体又は個体の集合クローン＝遺伝情報が同一である個体又は個体の集合

個体のコピーを作個体のコピーを作個体のコピーを作個体のコピーを作
る技術る技術る技術る技術

体の細胞

核を除いた卵
に核を移植

もとにした個体のコピー
（遺伝情報が全く同じ）
となる動物

個体のコピーを作個体のコピーを作個体のコピーを作個体のコピーを作
る技術る技術る技術る技術

体の細胞

核を除いた卵
に核を移植

もとにした個体のコピー
（遺伝情報が全く同じ）
となる動物

受精
胚の分割

核を除い
た卵に核
を移植

人工的に一卵性の人工的に一卵性の人工的に一卵性の人工的に一卵性の
多児を作る技術多児を作る技術多児を作る技術多児を作る技術

人工的な
３つ子

子供同士
が同じ遺
伝情報
（いわゆ
る３つ子）受精

胚の分割

核を除い
た卵に核
を移植

人工的に一卵性の人工的に一卵性の人工的に一卵性の人工的に一卵性の
多児を作る技術多児を作る技術多児を作る技術多児を作る技術

人工的な
３つ子

子供同士
が同じ遺
伝情報
（いわゆ
る３つ子）

体細胞クローン

　すでに存在している個体と遺伝情報が全く同じ個体。

→性質が分かっている個体と同じ遺伝情報を持つ個体を作ることが
可能。生まれてくる個体の性質はほぼ分かっている。

受精卵クローン

　受精卵を分割することで生まれてくる個体。

→人工的に多児（双子、三つ子、・・・）を作ることが可能。生まれてく
る個体の性質には不確定要素が多い。
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平成９年２月　　ほ乳類初のクローン羊「ドリー」誕生の発表

平成９年６月　　デンバーサミットにおいてクローン人間産生の禁止の合意

平成９年９月　　科学技術会議に生命倫理委員会を設置

平成11年12月　生命倫理委員会がクローン人間等の産生に対し罰則を伴う法規制を
行うことを決定

平成12年３月　生命倫理委員会が人クローン胚等の規制をクローン人間を禁止する法
律に位置づけることを決定

平成12年11月　「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」成立

法律制定の経緯法律制定の経緯法律制定の経緯法律制定の経緯

××××人の尊厳を脅かす可能性が高い
××××安全性が十分に確認されていない
××××社会秩序に重大な影響を及ぼす恐れがある
○○○○拒絶反応のない移植医療などへの応用が期待される

クローン技術等クローン技術等クローン技術等クローン技術等クローン技術等クローン技術等クローン技術等クローン技術等

　　＜クローン技術規制法の考え方＞　　＜クローン技術規制法の考え方＞　　＜クローン技術規制法の考え方＞　　＜クローン技術規制法の考え方＞
クローン人間等の産生に対しては、罰則を伴う法律クローン人間等の産生に対しては、罰則を伴う法律クローン人間等の産生に対しては、罰則を伴う法律クローン人間等の産生に対しては、罰則を伴う法律
により禁止する。により禁止する。により禁止する。により禁止する。

個体の産生に至らない胚の研究について個体の産生に至らない胚の研究について個体の産生に至らない胚の研究について個体の産生に至らない胚の研究について
は、厳しい条件の下で一部認める。は、厳しい条件の下で一部認める。は、厳しい条件の下で一部認める。は、厳しい条件の下で一部認める。
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クローン技術規制法の基本構造クローン技術規制法の基本構造クローン技術規制法の基本構造クローン技術規制法の基本構造

（１）成立までの経緯（１）成立までの経緯（１）成立までの経緯（１）成立までの経緯
生生生生○平成９年２月のクローン羊「ドリー」誕生の発表を受け、同年９月に科学技術会議に

命倫理委員会 罰則を伴う法規制命倫理委員会 罰則を伴う法規制命倫理委員会 罰則を伴う法規制命倫理委員会 罰則を伴う法規制を設置。意見公募を踏まえ、人クローン個体産生に対し
をすべきことを決定（平成11年12月）

「ヒトに関するクローン技術「ヒトに関するクローン技術「ヒトに関するクローン技術「ヒトに関するクローン技術○これを受け、科学技術庁は平成12年４月（第147回国会）に
を提出したが、審議時間が十分に確保できないなどの主張が等の規制に関する法律案」等の規制に関する法律案」等の規制に関する法律案」等の規制に関する法律案」

あり、 となったが、５月に行われた におい委員会に付託されることなく廃案 参考人質疑委員会に付託されることなく廃案 参考人質疑委員会に付託されることなく廃案 参考人質疑委員会に付託されることなく廃案 参考人質疑
て であることが示された。早期の法規制が必要早期の法規制が必要早期の法規制が必要早期の法規制が必要

第150回臨時国会に法案第150回臨時国会に法案第150回臨時国会に法案第150回臨時国会に法案○平成１２年１０月に、法定刑を５年から１０年に引き上げた上で
し、衆議院で４回、参議院で３回の審議を経て、11月30日に成立し、12月６日を再提出を再提出を再提出を再提出

に公布された。

法律のスキーム法律のスキーム法律のスキーム法律のスキーム（２）（２）（２）（２）

○人クローン胚等を人又は動物の個体の胎内に移植することを禁止(違反には刑罰)
○人クローン胚等及び人クローン胚等に類似の胚（特定胚）の適正な取扱いの確
保のための措置（胚の取扱いに関する指針の作成、取扱前の届出・実施制限・

計画変更命令、立入検査・措置命令等－違反には刑罰）
（例）成体の体細胞の核移植による人クローン個体の産生

（３）罰則（３）罰則（３）罰則（３）罰則
○人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植の禁止に違反した者
→ １０年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金、又は併科

○特定胚の適正な取扱いに違反（例：届出違反、命令違反等）した者

→ １年以下の懲役又は百万円以下の罰金

等

（４）施行期日（４）施行期日（４）施行期日（４）施行期日
（ ） 、人クローン胚等の母胎への移植の禁止については公布後６ヶ月 平成13年６月 から

特定胚の取扱いに関する規制については、公布の日から１年を越えない範囲で政令で定

める日から施行。

体細胞を取り出して培養する 未受精卵

核を取り出す
除核未受精卵

体細胞核

研究

胎内へ移植

出産
クローン胚

すでに存在する人と同じ遺伝子の人が生まれる

成長

核移植



法律の枠組み法律の枠組み法律の枠組み法律の枠組み

ヒトの未受精卵ヒトの体細胞

核の移植

人クローン人クローン人クローン人クローン
胚胚胚胚

ほか、３つの特定胚

動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚

細胞の混合

ヒトの細胞

動物の胚

ほか、４つの特定胚

人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止人又は動物の胎内への移植禁止

クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止クローン人間等の作成は禁止

法律により禁止法律により禁止法律により禁止法律により禁止

↓↓↓↓

違反者には１０年以違反者には１０年以違反者には１０年以違反者には１０年以
下の懲役などの罰則下の懲役などの罰則下の懲役などの罰則下の懲役などの罰則

法律に基づく指針により禁止法律に基づく指針により禁止法律に基づく指針により禁止法律に基づく指針により禁止

↓↓↓↓

違反者には１年以下の懲役な違反者には１年以下の懲役な違反者には１年以下の懲役な違反者には１年以下の懲役な
どの罰則どの罰則どの罰則どの罰則

法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）法律に基づく指針により特定胚の取り扱いを規制（届出制）
（科学的・倫理的妥当性等を考慮し、一部認める）

指針の遵守の義務違反には、指針の遵守の義務違反には、指針の遵守の義務違反には、指針の遵守の義務違反には、
措置命令、１年以下の懲役措置命令、１年以下の懲役措置命令、１年以下の懲役措置命令、１年以下の懲役
などの罰則などの罰則などの罰則などの罰則

医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展医療等への応用につながる有用な研究の進展
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法律により母胎移植が禁止される胚法律により母胎移植が禁止される胚法律により母胎移植が禁止される胚法律により母胎移植が禁止される胚

人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚
既に存在している人の体細胞からの核移植によって作られる胚

皮膚などの体細胞

体細胞の核
核を移植

ヒト未受精卵
核を取り除く

核のない
ヒト未受精卵

体細胞の核を入れられた
卵が分裂して、育っていく

人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚

すでに存在している人すでに存在している人すでに存在している人すでに存在している人

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

成長

既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人

人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚
既に存在している人の体細胞からの核移植によって作られる胚

皮膚などの体細胞

体細胞の核
核を移植

ヒト未受精卵
核を取り除く

核のない
ヒト未受精卵

体細胞の核を入れられた
卵が分裂して、育っていく

人クローン胚人クローン胚人クローン胚人クローン胚

すでに存在している人すでに存在している人すでに存在している人すでに存在している人

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

成長

既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人既に存在する人と同じ遺伝子を持つ人

ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚
ヒトの細胞の核を動物の卵に入れてできる胚

核を取り除く

核のない未受精卵
動物のミトコンドリアを持つ

動物の未受精卵

ヒトの細胞

ヒトの体細胞
の核を移植

ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞
質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を
持つ個体持つ個体持つ個体持つ個体

？

ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚
ヒトの細胞の核を動物の卵に入れてできる胚

核を取り除く

核のない未受精卵
動物のミトコンドリアを持つ

動物の未受精卵

ヒトの細胞

ヒトの体細胞
の核を移植

ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚ヒト性融合胚

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞人の核と動物の細胞
質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を質（ミトコンドリア）を
持つ個体持つ個体持つ個体持つ個体

？

ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚
ヒトと動物の配偶子間での受精によって作られる胚

精子

卵子

受精受精受精受精

雑種交配雑種交配雑種交配雑種交配：
人と動物の間で交配する

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

人と動物の雑種が
生まれる可能性

ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚

ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚
ヒトと動物の配偶子間での受精によって作られる胚

精子

卵子

受精受精受精受精

雑種交配雑種交配雑種交配雑種交配：
人と動物の間で交配する

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止の移植を禁止

人と動物の雑種が
生まれる可能性

ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚ヒト動物交雑胚
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ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚

ヒトの胚と動物の胚・細胞が集合して一体となった胚

卵

ヒト胚

受精

精子

ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚ヒト性集合胚

胎内（子宮）への胎内（子宮）への胎内（子宮）への胎内（子宮）への
移植を禁止移植を禁止移植を禁止移植を禁止

人の人の人の人の体に動物の細胞や組織の混じった体に動物の細胞や組織の混じった体に動物の細胞や組織の混じった体に動物の細胞や組織の混じった
生き物の出現生き物の出現生き物の出現生き物の出現

動物胚等

混合



指針により母胎移植が禁止される胚指針により母胎移植が禁止される胚指針により母胎移植が禁止される胚指針により母胎移植が禁止される胚

ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚

初期胚を分割した胚

卵

ヒト受精胚
（同一遺伝子の細胞からなる）

体外受精体外受精体外受精体外受精
（有性生殖）

精子

ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚

胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を
指針により禁止指針により禁止指針により禁止指針により禁止

人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能

分割

ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚

初期胚を分割した胚

卵

ヒト受精胚
（同一遺伝子の細胞からなる）

体外受精体外受精体外受精体外受精
（有性生殖）

精子

ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚ヒト胚分割胚

胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を
指針により禁止指針により禁止指針により禁止指針により禁止

人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能人為的な一卵性多児が可能

分割

ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚
ヒトの細胞がヒトの胚と結合して一体となった胚

受精
（有性生殖）

ヒト胚

混合混合混合混合

ヒトの細胞

ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を指針の移植を指針の移植を指針の移植を指針
により禁止により禁止により禁止により禁止

体の一部が別人由来体の一部が別人由来体の一部が別人由来体の一部が別人由来
の細胞となるの細胞となるの細胞となるの細胞となる

ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚
ヒトの細胞がヒトの胚と結合して一体となった胚

受精
（有性生殖）

ヒト胚

混合混合混合混合

ヒトの細胞

ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚ヒト集合胚

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を指針の移植を指針の移植を指針の移植を指針
により禁止により禁止により禁止により禁止

体の一部が別人由来体の一部が別人由来体の一部が別人由来体の一部が別人由来
の細胞となるの細胞となるの細胞となるの細胞となる

動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚
動物の細胞の核をヒトの卵に入れてできる胚

核を除いたヒト未受精卵
ヒトの細胞質（ミトコンド
リア）を持つ

動物の体細胞

動物の体細胞
の核を移植

動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚

？

胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を
指針により禁止指針により禁止指針により禁止指針により禁止

ヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリ
ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生

動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚
動物の細胞の核をヒトの卵に入れてできる胚

核を除いたヒト未受精卵
ヒトの細胞質（ミトコンド
リア）を持つ

動物の体細胞

動物の体細胞
の核を移植

動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚動物性融合胚

？

胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を
指針により禁止指針により禁止指針により禁止指針により禁止

ヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリヒトの細胞質（ミトコンドリ
ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生ア）をもった動物の誕生
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動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚
ヒトの細胞が動物の胚と結合して一体となった胚

♂♂♂♂

♀♀♀♀
受精 動物胚

混合混合混合混合

ヒトの細胞

動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚

ヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器を
持つ動物が誕生持つ動物が誕生持つ動物が誕生持つ動物が誕生

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を指針の移植を指針の移植を指針の移植を指針
により禁止により禁止により禁止により禁止

動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚
ヒトの細胞が動物の胚と結合して一体となった胚

♂♂♂♂

♀♀♀♀
受精 動物胚

混合混合混合混合

ヒトの細胞

動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚動物性集合胚

ヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器をヒトの細胞、組織、臓器を
持つ動物が誕生持つ動物が誕生持つ動物が誕生持つ動物が誕生

胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ胎内（子宮）へ
の移植を指針の移植を指針の移植を指針の移植を指針
により禁止により禁止により禁止により禁止

ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚

初期胚の核を移植した胚

卵

ヒト胚

体外受精体外受精体外受精体外受精
（有性生殖）

精子

ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚ヒト胚核移植胚

胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を胎内（子宮）への移植を
指針により禁止指針により禁止指針により禁止指針により禁止

・細胞質（ミトコンドリア）が受精に用いた卵と異なる人・細胞質（ミトコンドリア）が受精に用いた卵と異なる人・細胞質（ミトコンドリア）が受精に用いた卵と異なる人・細胞質（ミトコンドリア）が受精に用いた卵と異なる人
・人為的な一卵性多児も可能・人為的な一卵性多児も可能・人為的な一卵性多児も可能・人為的な一卵性多児も可能

核を除いたヒト未受精卵

核移植

特定胚の研究特定胚の研究特定胚の研究特定胚の研究

指針で研究利用が
認められない特定胚

指針で研究利用が
認めらる特定胚

研究計画の届出

（６０日間の実施制限）

研究機関内の審査研究機関内の審査研究機関内の審査研究機関内の審査

科学的・倫理的妥当性の確認

文部科学省の審査文部科学省の審査文部科学省の審査文部科学省の審査

科学的・倫理的妥当性の確認

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

研
究
計
画
の
審
査

必要に応じて、

計画変更命令等の措置

・研究の経過、結果の報告

・必要に応じて立入検査等の措置

研究の成果研究の成果研究の成果研究の成果

・審査過程の透
　明性の確保
・胚などの提供
　者の個人情報
　の保護

・個体の産生につなが
　りはしないか
・研究が計画通り正し
　く実施されているか
などを確認

経過等について
は、可能な限り
公開
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   ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律 

【平成十二年法律第百四十六号】 
 （目的） 
第一条 この法律は、ヒト又は動物の胚又は生殖細胞を操作する
技術のうちクローン技術ほか一定の技術（以下「クローン技術
等」という。）が、その用いられ方のいかんによっては特定の
人と同一の遺伝子構造を有する人（以下「人クローン個体」と
いう。）若しくは人と動物のいずれであるかが明らかでない個
体（以下「交雑個体」という。）を作り出し、又はこれらに類
する個体の人為による生成をもたらすおそれがあり、これによ
り人の尊厳の保持、人の生命及び身体の安全の確保並びに社会
秩序の維持（以下「人の尊厳の保持等」という。）に重大な影
響を与える可能性があることにかんがみ、クローン技術等のう
ちクローン技術又は特定融合・集合技術により作成される胚を
人又は動物の胎内に移植することを禁止するとともに、クロー
ン技術等による胚の作成、譲受及び輸入を規制し、その他当該
胚の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることにより、
人クローン個体及び交雑個体の生成の防止並びにこれらに類
する個体の人為による生成の規制を図り、もって社会及び国民
生活と調和のとれた科学技術の発展を期することを目的とす
る。 
 （定義） 
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ
れぞれ当該各号に定めるところによる。 
一 胚 一の細胞（生殖細胞を除く。）又は細胞群であって、そ
のまま人又は動物の胎内において発生の過程を経ることによ
り一の個体に成長する可能性のあるもののうち、胎盤の形成を
開始する前のものをいう。 
二 生殖細胞 精子（精細胞及びその染色体の数が精子の染色体
の数に等しい精母細胞を含む。以下同じ。）及び未受精卵をい
う。 
三 未受精卵 未受精の卵細胞及び卵母細胞（その染色体の数が
卵細胞の染色体の数に等しいものに限る。）をいう。 
四 体細胞 哺乳綱に属する種の個体（死体を含む。）若しくは
胎児（死胎を含む。）から採取された細胞（生殖細胞を除く。）
又は当該細胞の分裂により生ずる細胞であって、胚又は胚を構
成する細胞でないものをいう。 
五 胚性細胞 胚から採取された細胞又は当該細胞の分裂によ
り生ずる細胞であって、胚でないものをいう。 
六 ヒト受精胚 ヒトの精子とヒトの未受精卵との受精により
生ずる胚（当該胚が一回以上分割されることにより順次生ずる
それぞれの胚であって、ヒト胚分割胚でないものを含む。）を
いう。 
七 胎児 人又は動物の胎内にある細胞群であって、そのまま胎
内において発生の過程を経ることにより一の個体に成長する
可能性のあるもののうち、胎盤の形成の開始以後のものをいい、
胎盤その他のその附属物を含むものとする。 
八 ヒト胚分割胚 ヒト受精胚又はヒト胚核移植胚が人の胎外
において分割されることにより生ずる胚をいう。 
九 ヒト胚核移植胚 一の細胞であるヒト受精胚若しくはヒト
胚分割胚又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚若しくはヒト集合胚の
胚性細胞であって核を有するものがヒト除核卵と融合するこ
とにより生ずる胚をいう。 
十 人クローン胚 ヒトの体細胞であって核を有するものがヒ
ト除核卵と融合することにより生ずる胚（当該胚が一回以上分
割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）をいう。 
十一 クローン技術 人クローン胚を作成する技術をいう。 
十二 ヒト集合胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回以上
分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）をい
う。 

イ 二以上のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人
クローン胚が集合して一体となった胚（当該胚とヒトの体細胞
又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚若しくは人ク
ローン胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。） 
ロ 一のヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚又は人クロ
ーン胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割胚、ヒト胚
核移植胚若しくは人クローン胚の胚性細胞とが集合して一体
となった胚 
十三 ヒト動物交雑胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回
以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）
をいう。 
イ ヒトの生殖細胞と動物の生殖細胞とを受精させることによ
り生ずる胚 
ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞
であって核を有するものがヒト除核卵又は動物除核卵と融合
することにより生ずる胚 
十四 ヒト性融合胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回以
上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）を
いう。 
イ ヒトの体細胞、一の細胞であるヒト受精胚、ヒト胚分割胚、
ヒト胚核移植胚若しくは人クローン胚又はヒト受精胚、ヒト胚
分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚若しくはヒト集合胚の
胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合するこ
とにより生ずる胚 
ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞
であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより
生ずる胚 
十五 ヒト性集合胚 次のいずれかに掲げる胚であって、ヒト集
合胚、動物胚又は動物性集合胚に該当しないもの（当該胚が一
回以上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含
む。）をいう。 
イ 二以上の胚が集合して一体となった胚（当該胚と体細胞又は
胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。） 
ロ 一の胚と体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚 
ハ イ又はロに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するものが
ヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる胚 
十六 特定融合・集合技術 ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚及び
ヒト性集合胚を作成する技術をいう。 
十七 動物 哺乳綱に属する種の個体（ヒトを除く。）をいう。 
十八 動物胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回以上分割
されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）をいう。 
イ 動物の精子と動物の未受精卵との受精により生ずる胚 
ロ 動物の体細胞、一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる
胚の胚性細胞であって核を有するものが動物除核卵と融合す
ることにより生ずる胚 
ハ 二以上のイ又はロに掲げる胚が集合して一体となった胚（当
該胚と動物の体細胞又はイ若しくはロに掲げる胚の胚性細胞
とが集合して一体となった胚を含む。） 
ニ 一のイ又はロに掲げる胚と動物の体細胞又はイ若しくはロ
に掲げる胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚 
十九 動物性融合胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回以
上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）を
いう。 
イ 動物の体細胞、一の細胞である動物胚又は動物胚の胚性細胞
であって核を有するものがヒト除核卵と融合することにより
生ずる胚 
ロ 一の細胞であるイに掲げる胚又はイに掲げる胚の胚性細胞
であって核を有するものが動物除核卵と融合することにより
生ずる胚 
二十 動物性集合胚 次のいずれかに掲げる胚（当該胚が一回以 
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上分割されることにより順次生ずるそれぞれの胚を含む。）をい
う。 
イ 二以上の動物性融合胚が集合して一体となった胚（当該胚と
体細胞又は胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。） 
ロ 一以上の動物性融合胚と一以上の動物胚又は体細胞若しく
は胚性細胞とが集合して一体となった胚 
ハ 一以上の動物胚とヒトの体細胞又はヒト受精胚、ヒト胚分割
胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交
雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚若しくは動物性融合胚の胚
性細胞とが集合して一体となった胚（当該胚と動物の体細胞又
は動物胚の胚性細胞とが集合して一体となった胚を含む。） 
ニ イからハまでに掲げる胚の胚性細胞であって核を有するも
のがヒト除核卵又は動物除核卵と融合することにより生ずる
胚 
二十一 融合 受精以外の方法により複数の細胞が合体して一
の細胞を生ずることをいい、一の細胞の核が他の除核された細
胞に移植されることを含む。 
二十二 除核 細胞から核を取り除き、又は細胞の核を破壊する
ことをいう。 
二十三 ヒト除核卵 ヒトの未受精卵又は一の細胞であるヒト
受精胚若しくはヒト胚分割胚であって、除核されたものをいう。 
二十四 動物除核卵 動物の未受精卵又は一の細胞である動物
胚であって、除核されたものをいう。 
２ 次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に
掲げる胚又は細胞は、当該規定中の同表の 
 下欄に掲げる胚又は細胞に含まれるものとする。    

                                                

 上欄 中欄 下欄 

一 前項第八号 ヒト胚分割胚 ヒト受精胚 

二 前項第九号 ヒト胚核移植胚 ヒト受精胚 

三 前項第十号 
一の細胞である人クローン胚又は

人クローン胚の胚性細胞 
ヒトの体細胞 

四 前項第十二号イ及びロ ヒト集合胚の胚性細胞 
人クローン胚の胚

性細胞 

五 前項第十三号ロ ヒト動物交雑胚 イに掲げる胚 

六 前項第十四号イ ヒト性融合胚 人クローン胚 

七 前項第十四号ロ ヒト性融合胚 イに掲げる胚 

八 前項第十八号ロ 動物胚 イに掲げる胚 

九 前項第十八号ハ及びニ 動物胚の胚性細胞 
イに掲げる胚の胚
性細胞 

十 前項第十九号イ 動物性融合胚 動物胚 

十一 前項第十九号ロ 動物性融合胚 イに掲げる胚 

十二 前項第二十号ハ 動物性集合胚の胚性細胞 動物胚の胚性細胞 

十三 前項第二十三号 ヒト胚核移植胚又は人クローン胚 ヒト受精胚 

十四 前項第二十四号 
ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又は

動物性融合胚 
動物胚 

  
 （禁止行為） 
第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚
又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。 
 （指針） 
第四条 文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人ク
ローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト
性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚（以下「特定胚」と
いう。）が、人又は動物の胎内に移植された場合に人クローン
個体若しくは交雑個体又は人の尊厳の保持等に与える影響が
これらに準ずる個体となるおそれがあることにかんがみ、特定
胚の作成、譲受又は輸入及びこれらの行為後の取扱い（以下「特

定胚の取扱い」という。）の適正を確保するため、生命現象の
解明に関する科学的知見を勘案し、特定胚の取扱いに関する指
針（以下「指針」という。）を定めなければならない。 
２ 指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする
一 特定胚の作成に必要な胚又は細胞の提供者の同意が得られ
ていることその他の許容される特定胚の作成の要件に関する
事項 
二 前号に掲げるもののほか、許容される特定胚の取扱いの要件
に関する事項 
三 前二号に掲げるもののほか、特定胚の取扱いに関して配慮す
べき手続その他の事項 
３ 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更しようとする
ときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、
総合科学技術会議の意見を聴かなければならない。 
４ 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。 
 （遵守義務） 
第五条 特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならない
 （特定胚の作成、譲受又は輸入の届出） 
第六条 特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、
文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科
学大臣に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名 
二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類 
三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その
方法 
四 作成、譲受又は輸入の予定日 
五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法 
六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 
２ 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変
更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、
文部科学大臣に届け出なければならない。 
 （計画変更命令等） 
第七条 文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届
出があった場合において、その届出に係る特定胚の取扱いが指
針に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六
十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該特定胚の取扱
いの方法に関する計画の変更又は廃止その他必要な措置をと
るべきことを命ずることができる。 
２ 文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出に
係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する
期間を短縮することができる。この場合において、文部科学大
臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間
を通知しなければならない。 
 （実施の制限） 
第八条 第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、
その届出が受理された日から六十日（前条第二項後段の規定に
よる通知があったときは、その通知に係る期間）を経過した後
でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り
受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更しては
ならない。 
 （偶然の事由による特定胚の生成の届出） 
第九条 第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由
によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、
文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事
項を文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、当該生
じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、この限りでない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名 
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二 生じた胚の種類 
三 生成の期日 
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 
 （記録） 
第十条 第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文
部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚につ
いて、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。 
一 作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類 
二 作成、譲受又は輸入の期日 
三 作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過 
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 
２ 前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存し
なければならない。 
 （特定胚の譲渡等の届出） 
第十一条 第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者
は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は
廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞な
く、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名 
二 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類 
三 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合に
あっては、その態様 
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 
 （特定胚の取扱いに対する措置命令） 
第十二条 文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定によ
る届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないもので
あると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱
いの中止又はその方法の改善その他必要な措置をとるべきこ
とを命ずることができる。 
 （個人情報の保護） 
第十三条 第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者
は、その届出に係る特定胚の作成に用いられた胚又は細胞の提
供者の個人情報（個人に関する情報であって、当該情報に含ま
れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別す
ることができるもの（他の情報と照合することにより、特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。
以下この条において同じ。）の漏えいの防止その他の個人情報
の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければ
ならない。 
 （報告徴収） 
第十四条 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度におい
て、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者に対し、
その届出に係る特定胚の取扱いの状況その他必要な事項につ
いて報告を求めることができる。 
 （立入検査） 
第十五条 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度におい
て、その職員に、第六条第一項若しくは第九条の規定による届
出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書
類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること
ができる。 
２ 前項の規定により職員が事務所又は研究施設に立ち入ると
きは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求が
あるときは、これを提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたも
のと解してはならない。 
 （罰則） 
第十六条 第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しく
は千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。 
一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
て特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者 
二  第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし
て同項に規定する事項を変更した者 
三 第七条第一項の規定による命令に違反した者 
四 第十二条の規定による命令に違反した者 
第十八条 第八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五
十万円以下の罰金に処する。 
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の
罰金に処する。 
一 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
二 第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録
を作成した者 
三 第十条第二項の規定に違反した者 
四 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
五 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 
六 第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚
偽の陳述をした者 
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条から
前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 
   附 則 
 （施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日か
ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。 
一 第四条第三項及び附則第三条の規定 公布の日 
二 第四条第一項、第二項及び第四項、第五条から第十五条まで、
第十七条から第十九条まで並びに第二十条（第十七条から第十
九条までに係る部分に限る。）の規定 公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日 
 （検討） 
第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人
の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術
会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、
クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の
規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとする。 
 （経過措置） 
第三条 第四条第三項の規定の適用については、公布の日から内
閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施
行の日（平成十三年一月六日）の前日までの間は、同項中「文
部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総合科学技術
会議」とあるのは「科学技術会議」とする。 
 （組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一
部改正） 
第四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法
律（平成十一年法律第百三十六号）の一部を次のように改正す
る。 
  別表に次の一号を加える。 
  六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律

（平成十二年法律第百四十六号）第十六条（人クローン胚
等の人又は動物の胎内への移植）の罪 
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